
事 業 者 名 社会福祉法人 恒仁会 特別養護老人ホーム あかいしの郷 

住 所 川根本町徳山１６２０番地の１ 

仕 事 内 容 

看護職員 

・利用者の健康管理業務 

・利用者の服薬の管理業務 

・利用者の機能訓練業務 等 

雇 用 形 態 パートタイム 雇 用 期 間 
雇用期間の定めあり １年間 

契約更新の可能性あり（原則更新） 

採 用 人 数 １人 賃 金 

１，５００円 ～ １，８００円 

※ 処遇改善手当、通勤手当別途支給 

※ 経験年数により時間給決定 

就 業 時 間 
9：00 ～ 16：00 

※ その他の時間でも可能なのでご相談く 

ださい 

就 業 場 所 川根本町 

事 業者 Ｐ Ｒ 

施設全体で 85 名以上の職員が働いており、20代から 70代まで幅広い年代の方が活躍しています。 

年間休日は 120 日以上（有給休暇を除く）と多く、有給休暇も合わせプライベートな時間を大事にできま

す。 

新人職員に対しては、新人研修プログラム、ＯＪＴ日誌、定期的な面談等の教育、フォロー体制を整えてい

るので安心して働いていただけます。 

連 絡 先 (担当者) 澤本 英季  (電話番号)  ０５４７－５７－１２３４ 

掲示期限：令和６年６月 30 日 


